
  エリア インフォメーション

カスタマーハラスメント、求職者
等セクハラ対策が義務化されます
　令和８年 10 月 1 日から、改正労働施策総合推
進法及び改正男女雇用機会均等法に基づき、

「カスタマーハラスメント」及び「求職者等へ
のセクシュアルハラスメント」を防止するために
雇用管理上必要な措置を講じることが全ての事業
主の義務となります。
　厚生労働省運営の「あかるい職場応援団」（以
下 QR コード）では、関連資料が掲載されていま
すので、事業主の皆様は、改正法に沿った対策を
行うご準備をお進めください。

お問合せ先

福井労働局雇用環境・均等室
TEL：0776-22-3947

自動車税は６月１日（月）
までに納めてください
○パソコンやスマホで納付
　スマートフォン決済アプリやインターネットバ　
　ンキング、クレジットカードを利用して、自宅
　から簡単に納めることができます。
○コンビニ等で納付
　金融機関の窓口の他に、お近くのコンビニにお
　いて、現金で納めることができます。
○身体障害者手帳等をお持ちの方
　所有する自動車の自動車税が減免される場合が
　ありますので、お問合せください。

お問合せ先

福井県税事務所　TEL：0776-21-8274
嶺南振興局税務部　TEL：0770-56-2223

【会員限定 無料講座】
日商簿記検定３級対策講座（e- ラーニング）
　簿記の知識は、経理業務のみならず、営業や経
営分析・コスト管理等多くの場面で活用でき、全
てのビジネスパーソンに必要不可欠なスキルで
す。このサービスは、ＷＥＢ講義となり、自分の
ペースで学習したい人にオススメの講座です。

【講座内容】日商簿記３級出題区分の商業簿記
【学習の目安期間】３カ月程度
【留意事項】・会社を通してお申し込みください
　　　　　 ・PC、ネット環境をご準備ください
お申し込みは、下記 QR コードよりお願いします

お問合せ先

福井商工会議所　経営支援課
TEL：0776-33-8283

ふくふくベジ塩応援企業・応援店
「ベジ塩すぽっと」を募集します
　「減塩プラス１皿の野菜」をはじめとする健康
づくりに取り組み、推進していただける事業所（企
業や飲食店、量販店等）を募集します。

【認定要件】
①福井市内に住所を有する事業所
　（企業・飲食店・量販店等）
②「減塩プラス 1 皿の野菜」 をはじめとする
　健康づくりに取り組むこと
　詳しくは二次元コードからホームページをご覧
ください。

お問合せ先

福井市健康管理センター
成人保健係
TEL：0776-28-1256


